
議 会 運 営 委 員 会 日 程

令和４年１２月１４日（水） 

午前１０時 ５０２会議室 

日程第１ 意見書案について 

 (1) 意見書案第７号 帯状疱疹ワクチンの定期接種化及び助成制度の創設を求める意見書 

 (2) 意見書案第８号 学校部活動の地域移行に関する意見書 

 (3) 意見書案第９号 旧統一教会による被害の救済・防止及び政治との癒着の一掃を求め 

           る意見書 

日程第２ １２月１５日（木）の本会議の運営について 

  【別紙「１２月１５日（木）の本会議の議事要領」による】 

日程第３ 一般質問について 

日程第４ その他 
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意見書案第７号 

帯状疱疹ワクチンの定期接種化及び助成制度の創設を求める意見書案の提

出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

令和４年１２月９日 

川崎市議会議長  橋 本   勝  様 

         提出者  川崎市議会議員  青 木 功 雄 

                 〃     宗 田 裕 之 

                 〃     かわの 忠 正 

〃     岩 隈 千 尋 
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帯状疱疹ワクチンの定期接種化及び助成制度の創設を求める意見書 

帯状疱疹は、水痘（水ぼうそう）と同じウイルスが原因で起こる５０歳代から発症頻度

が高まる皮膚疾患であり、水痘が治癒した後もウイルスが神経に潜伏し、加齢、疲労、ス

トレスなどの免疫力の低下等をきっかけとして、ウイルスが再び活性化することによって

発症する。 

具体的な症状としては、皮膚のかゆみもしくは痛みから始まり、その後、皮膚の腫れや

水ぶくれが出現し、発熱やリンパ節の腫れなどの症状を伴うこともあり、発見の遅れによ

って治療が長引くケースや、皮膚症状が治まった後も激しい神経痛が残るケースもある。 

厚生労働省等が実施している感染症流行予測調査によると、成人の水痘に対する抗体保

有率は９０％以上であり、成人のほとんどは水痘に既に感染していることから、帯状疱疹

の発症リスクを有しており、８５歳の約半数が帯状疱疹を経験していると報告され、また、

８０歳までに３人に１人が帯状疱疹を経験すると推定されている。 

他方、帯状疱疹の発症予防として、５０歳以上の者を対象とした２種類のワクチンがあ

り、いずれも高い発症予防効果が確認されているものの、現在は任意接種の位置付けとな

っており、接種費用が高額になることから、対象者が接種をためらう要因となっている。 

 昨今の新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの国民がワクチンの有効性を知る

機会となった今こそ、帯状疱疹の発症による深刻な健康被害を未然に防止していくための

取組が必要である。 

よって、国におかれては、帯状疱疹ワクチンの接種について、予防接種法に基づく定期

接種とし、全額国庫負担による助成制度を創設するよう強く求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣  宛て 

 総 務 大 臣 

 財 務 大 臣 

 厚生労働大臣 
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意見書案第８号 

学校部活動の地域移行に関する意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

令和４年１２月９日 

川崎市議会議長  橋 本   勝  様 

         提出者  川崎市議会議員  宗 田 裕 之 

                 〃     大 庭 裕 子 

                 〃     渡 辺   学 

〃     片 柳   進 

                 〃     石 川 建 二 

                 〃     井 口 真 美 

                 〃     勝 又 光 江 

                 〃     赤 石 博 子 

 〃     後 藤 真左美 

                 〃     小 堀 祥 子 

                    〃     市 古 次 郎 
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学校部活動の地域移行に関する意見書 

スポーツ庁と文化庁がそれぞれ設置した有識者会議が持続可能な部活動と教職員の働

き方改革に対応するため、公立中学校の休日の部活動を皮切りに令和７年度を目途として

段階的な地域移行を実施する内容の提言をまとめた。 

近年、日本の教職員の長時間労働は深刻な問題となっており、日々の授業や準備など

の実務に加えて放課後は部活動の指導、土日は大会の引率責任者を担う教職員も多く、負

担が一層過大なものとなっている。 

こうした現状を是正する対応が早急に求められることからも、今回の地域移行は一つ

の選択肢として理解はできるものの、部活動はこれまで教育活動の一環として実施されて

きたものであることから、その当事者である生徒、教職員、保護者等の関係者の意見を十

分に聴取する必要がある。 

また、地域移行により、過大な保護者負担が生じて家計を圧迫することがあってはな

らないが、国からは十分な予算措置や部活動を支援する体制の保障などは示されていない

ことから、経済的な理由による部活動を希望する生徒の機会喪失や経済格差による生徒及

び保護者間における分断が生じることが懸念される。 

よって国におかれては、現状山積している課題を解決し、部活動の地域移行を円滑に

進めていくため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 

１ 部活動の地域移行に関しては、当事者である生徒、教職員、保護者等の意見を十

分に聞き、それぞれの地域の実情等に合わせて進めること。 

２ 部活動の地域移行に伴い過大な保護者負担が生じないよう、また、希望する生徒

が部活動の機会を喪失することのないよう、国において十分な費用負担や保障を行

うこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣 

 総 務 大 臣  宛て 

 文部科学大臣 

 スポーツ庁長官 

 文 化 庁 長 官 

5



意見書案第９号 

旧統一教会による被害の救済・防止及び政治との癒着の一掃を求める意見

書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

令和４年１２月１４日 

川崎市議会議長  橋 本   勝  様 

         提出者  川崎市議会議員  宗 田 裕 之 

                 〃     大 庭 裕 子 

                 〃     渡 辺   学 

〃     片 柳   進 

                 〃     石 川 建 二 

                 〃     井 口 真 美 

                 〃     勝 又 光 江 

                 〃     赤 石 博 子 

 〃     後 藤 真左美 

                 〃     小 堀 祥 子 

                    〃     市 古 次 郎 
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旧統一教会による被害の救済・防止及び政治との癒着の一掃を求める意見書 

旧統一教会（現世界平和統一家庭連合）は、その信者に、信者であることや教義を隠し

て新たな信者を勧誘させ、多額の献金を強要したり、虚偽の説明や威迫的言動で高額な商

品を販売するなどの活動を行い、それによる献金の返金等を命じる判決が下されるといっ

た社会問題を多く引き起こしている団体である。 

全国霊感商法対策弁護士連絡会によれば、平成２２年以降の１２年間における旧統一教

会に関する被害相談の総額は、確認できたものに限っても約１３８億円に上ると報告され

ている。 

そのような団体にもかかわらず、この間、大臣をはじめとした政治家が、旧統一教会や

関連団体の集会への参加や祝電送付などを行い、広告塔の役割を果たしてきたことが明ら

かとなり、深い癒着関係にある議員の実態が報道されている。 

こうした中、本年１１月２１日、文部科学大臣の諮問機関である宗教法人審議会は、旧

統一教会に対する宗教法人法第７８条の２に基づく報告徴収・質問権の行使に係る諮問に

ついて、了承する旨の答申を行い、審議会から答申を受けた同大臣は、翌２２日、旧統一

教会に対する同権限の行使に踏み切った。 

現在、解散命令の請求を見据えた調査を行っており、最終的に裁判所へ同請求を行うか

否かについては慎重に判断されるものと報じられている。 

よって国におかれては、旧統一教会による被害の救済と防止を図り、政治への信頼を回

復するため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 

１ 早急に被害実態の把握に努めるほか、法に基づいた被害救済に取り組むこと。 

２ 旧統一教会の解散命令の請求にあたっては、問題行為における組織性、悪質性、継

続性等、解散命令の要件に該当するか調査を行い、適切に判断すること。 

３ 旧統一教会と政治家との癒着を究明し、国民への説明責任を果たすとともに、今後

は一切の関係を断つこと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣  宛て 

 総 務 大 臣   

 法 務 大 臣 

 文部科学大臣 
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１２月１５日（木）の本会議の議事要領 

１ 

   日程第１  一般議案  ３９件 

   日程第２  報  告   １件 

   日程第３  請  願   １件 

 (1) 委員長報告 （日程第１、第３の各案件） 

   総務、文教、健康福祉、まちづくり、環境委員長の順 

～ 委員長報告に対する質疑 ～

 (2) 討 論 （日程第１、第３の各案件） 

  ［日程第２の報告に対するご意見などがあれば、併せてお願いする。発言は、今議会の発言順］ 

 (3) 採 決 

   ① 日程第１の議案３９件中、次の議案７件を除いた３２件を起立により一括採決 

     議案第１６７号 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

     議案第１７１号 川崎市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１７７号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１９４号 富士見公園再編整備事業の契約の締結について 

     議案第１９５号 富士見公園の指定管理者の指定について 

     議案第１９９号 港湾施設の指定管理者の指定について 

     議案第２００号 川崎市入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定について 

② 除いた議案７件中、議案第１６７号を起立により採決 

③ 除いた議案第１７１号、第１７７号、第１９４号、第１９５号、第１９９号及び第２００号の 
６件を起立により一括採決 

④ 日程第３の請願第３６号を起立により採決 

     請願第３６号 市営バス運行ルート１本化に関する請願 

 ２ 

日程第４ 分割議案１件を上程 

 議案第１８４号 東海道かわさき宿交流館の指定管理者の指定について 

    ［除斥の対象となる大島議員は、日程第４に入る前に自主的に退席する。］ 

  (1) 委員長報告 （日程第４の議案１件） 

    文教委員長 

～ 委員長報告に対する質疑 ～ 

  (2) 討 論 

  (3) 採 決 

    議案第１８４号を起立により採決 

３ 

日程第５  

    意見書案第７号 帯状疱疹ワクチンの定期接種化及び助成制度の創設を求める意見書 

    ［上程、書記朗読等を省略し、直ちに起立により採決］ 

一括上程 
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    意見書案第８号 学校部活動の地域移行に関する意見書 

    ［上程、提案説明、自席質疑（討論）の後、直ちに起立により採決］ 

    意見書案第９号 旧統一教会による被害の救済・防止及び政治との癒着の一掃を求める意見書 

    ［上程、提案説明、自席質疑（討論）の後、直ちに起立により採決］ 
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令和４年第５回川崎市議会定例会 
議事日程第５号 

令和４年１２月１５日（木）  
午前１０時  開  議 

第 １ 

議案第１６７号   川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 
議案第１６８号   川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７０号   川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７１号   川崎市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７２号   川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部 
         を改正する条例の制定について 
議案第１７３号   川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７４号   川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７５号   川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例 
         の制定について 
議案第１７６号   川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定に 
         ついて 
議案第１７７号   川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７８号   川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１７９号   川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 
議案第１８０号   川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する 
         条例の制定について 
議案第１８１号   テレワーク用パソコン等の取得について 
議案第１８２号   当せん金付証票発売の限度額について 
議案第１８３号   生田住宅新築第１号工事請負契約の締結について 
議案第１８５号   川崎市コンベンションホールの指定管理者の指定について 
議案第１８６号   かわさき新産業創造センターの指定管理者の指定について 
議案第１８７号   川崎市王禅寺余熱利用市民施設の指定管理者の指定について 
議案第１８８号   川崎市井田重度障害者等生活施設の指定管理者の指定について 
議案第１８９号   川崎市社会復帰訓練所の指定管理者の指定について 
議案第１９０号   川崎市北部リハビリテーションセンター北部在宅支援室の指定管理者の指定について 
議案第１９１号   川崎市北部リハビリテーションセンター北部日中活動センターの指定管理者の指定について 
議案第１９２号   川崎市北部リハビリテーションセンター北部地域生活支援センターの指定管理者の指定について 
議案第１９３号   川崎国際生田緑地ゴルフ場の指定管理者の指定について 
議案第１９４号   富士見公園再編整備事業の契約の締結について 
議案第１９５号   富士見公園の指定管理者の指定について 
議案第１９６号   西黒川特別緑地保全地区用地の取得について 
議案第１９７号   生田緑地、川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家園及び川崎市青少年科学館の指定管理者の 
         指定について 
議案第１９８号   市道路線の認定及び廃止について 
議案第１９９号   港湾施設の指定管理者の指定について 
議案第２００号   川崎市入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定について 
議案第２０１号   自動心肺蘇生器（自動心臓マッサージ器）等の取得について 
議案第２０２号   訴訟上の和解について 
議案第２０４号   令和４年度川崎市一般会計補正予算 
議案第２０５号   令和４年度川崎市卸売市場事業特別会計補正予算 
議案第２０６号   令和４年度川崎市下水道事業会計補正予算 
議案第２０７号   令和４年度川崎市水道事業会計補正予算 
議案第２０８号   令和４年度川崎市工業用水道事業会計補正予算 

第 ２ 

報告第 ２０号   地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

第 ３ 

請願第 ３６号   市営バス運行ルート１本化に関する請願 
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第 ４ 

議案第１８４号   東海道かわさき宿交流館の指定管理者の指定について 

第 ５ 

意見書案第７号   帯状疱疹ワクチンの定期接種化及び助成制度の創設を求める意見書 
意見書案第８号   学校部活動の地域移行に関する意見書 
意見書案第９号   旧統一教会による被害の救済・防止及び政治との癒着の一掃を求める意見書 
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令和４年１２月１２日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     橋 本  勝 様

                            総 務 委 員 長 

                              川 島 雅 裕

総務委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１６７号 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１６８号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１７０号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１７１号 川崎市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１８０号 川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１８１号 テレワーク用パソコン等の取得について 

（原案可決） 

議案第１８２号 当せん金付証票発売の限度額について 

（原案可決） 

議案第１８５号 川崎市コンベンションホールの指定管理者の指定について 

（原案可決） 
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議案第１８６号 かわさき新産業創造センターの指定管理者の指定について 

（原案可決） 

議案第２０４号 令和４年度川崎市一般会計補正予算 

（原案可決） 

議案第２０５号 令和４年度川崎市卸売市場事業特別会計補正予算 

（原案可決） 
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令和４年１２月９日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     橋 本  勝 様

                            文 教 委 員 長 

                              平 山 浩 二

文教委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１７２号  川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１７３号  川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１７４号  川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について 

（原案可決） 

議案第１８４号  東海道かわさき宿交流館の指定管理者の指定について 

（原案可決） 
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令和４年１２月９日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     橋 本  勝 様

                            健康福祉委員長 

                              矢 沢 孝 雄

健康福祉委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１７８号 川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について                 （原案可決） 

議案第１７９号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（原案可決） 

議案第１８８号 川崎市井田重度障害者等生活施設の指定管理者の指定について

（原案可決） 

議案第１８９号 川崎市社会復帰訓練所の指定管理者の指定について    

（原案可決） 

議案第１９０号 川崎市北部リハビリテーションセンター北部在宅支援室の指定管理

者の指定について             （原案可決） 

議案第１９１号 川崎市北部リハビリテーションセンター北部日中活動センターの指

定管理者の指定について                    （原案可決） 

議案第１９２号 川崎市北部リハビリテーションセンター北部地域生活支援センター

の指定管理者の指定について        （原案可決） 

議案第２０１号 自動心肺蘇生器（自動心臓マッサージ器）等の取得について 

（原案可決） 
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令和４年１２月９日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     橋 本  勝 様

まちづくり委員長

                              赤 石 博 子

まちづくり委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１７５号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について例の制定について 

（原案可決） 

議案第１７６号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について     （原案可決） 

議案第１７７号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 （原案可決） 

議案第１８３号 生田住宅新築第１号工事請負契約の締結について 

                   （原案可決） 

議案第１９３号 川崎国際生田緑地ゴルフ場の指定管理者の指定について 

                        （原案可決） 

議案第１９４号 富士見公園再編整備事業の契約の締結について 

                   （原案可決） 

議案第１９５号  富士見公園の指定管理者の指定について 

         （原案可決） 

議案第１９６号 西黒川特別緑地保全地区用地の取得について 

                   （原案可決） 
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議案第１９７号 生田緑地、川崎市岡本太郎美術館、川崎市立日本民家園及び川崎市

青少年科学館の指定管理者の指定について  （原案可決） 

議案第１９８号 市道路線の認定及び廃止について 

                   （原案可決） 

議案第２０２号 訴訟上の和解について 

         （原案可決） 
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令和４年１２月１２日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     橋 本  勝 様

                            環 境 委 員 長 

                              斎 藤  伸 志

環境委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１８７号 川崎市王禅寺余熱利用市民施設の指定管理者の指定について

（原案可決） 

議案第１９９号 港湾施設の指定管理者の指定について 

（原案可決） 

議案第２００号 川崎市入江崎余熱利用プールの指定管理者の指定について 

（原案可決） 

議案第２０６号 令和４年度川崎市下水道事業会計補正予算 

                      （原案可決） 

議案第２０７号 令和４年度川崎市水道事業会計補正予算 

                             （原案可決） 

議案第２０８号 令和４年度川崎市工業用水道事業会計補正予算 

                             （原案可決） 
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令和４年１２月１２日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     橋 本  勝 様

                            環 境 委 員 長 

                              斎 藤  伸 志

環境委員会審査報告書（請願）

  本委員会に付託された下記の請願を審査の結果、次のとおり決定したので、会議

 規則第７７条及び第９４条の規定により報告します。

記

請願第３６号 市営バス運行ルート１本化に関する請願                 

（ 採  択 ） 
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令和４年第５回川崎市議会定例会 

議事日程第９号 

                           令和４年１２月２１日（水） 

                            午 前 １ ０ 時  開  議   

  第 １ 

   一 般 質 問

  第 ２ 

   請願・陳情 

  第 ３ 

   閉会中の継続審査及び調査について 
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閉会中の継続審査及び調査申し出一覧表

令和４年１２月２１日 

《 総 務 委 員 会 》 

 請願第３２号、３７号 

陳情第８６号、１０８号、１１７号、１２０号、１４０号、１４１号、１４２号、１４５号 

総務企画局、財政局、経済労働局、臨海部国際戦略本部、危機管理本部及びその他の行政について

《 文 教 委 員 会 》 

 請願第２号、２１号、３４号 

 陳情第９５号、１３８号、１４６号、１５０号 

 市民文化局、こども未来局及び教育委員会の行政について

《 健 康 福 祉 委 員 会 》 

 請願第１９号 

 陳情第７号、１２号、３３号、４０号、４２号、７９号、１１４号 

 健康福祉局、病院局及び消防局の行政について 

《まちづくり委員会》 

 請願第３号、６号、１１号、１２号 

 陳情第５号、４１号、４７号、６２号、６６号、１１３号、１２９号 

 まちづくり局及び建設緑政局の行政について 

《 環 境 委 員 会 》 

 請願第１１号 

 陳情第３４号、５７号、１３９号 

 環境局、港湾局、上下水道局及び交通局の行政について 

《 議 会 運 営 委 員 会 》 

 陳情第１１６号、１１８号、１２１号、１２２号、１２４号、１２５号 

議会の運営に関する事項 

 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

議長の諮問に関する事項 
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